
木の香る都市づくり事業実施要領 

（趣 旨）

森林は地球温暖化の防止、生物多様性の保全など環境保全機能のほか、水源のかん養、

災害の防止など多様な公益的機能を有している。しかし、近年、手入れが進まない森林、

里山林の増加により、公益的機能の低下が危惧されている。

こうした中、愛知県においては、山から街まで緑豊かな愛知の実現を目指して「あいち

森と緑づくり税条例」(平成 20年愛知県条例第２号。以下「税条例」という。)及び「あい

ち森と緑づくり基金条例」（平成 20 年愛知県条例第５号。以下「基金条例」という。）を

制定したところである。 

この基金条例第１条に規定する施策のうち、森林整備の意義や木材活用の効果について

普及啓発を進めるため、多くの県民が利用する PR効果の高いモデル的な施設の県産木
材利用に対して支援する施策を「木の香る都市づくり事業」として、事業の実施に必要

な事項をこの要領に定めるものとする。

（用語の定義）

第１ この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１） 民間施設等

民間事業者等が運営する施設及び公共建築物（公共建築物等木材利用促進（平成

２２年法律第３６号）法第２条第１項及び同法施行令第１条の規定による）。

（２） 木造化

建築物の構造耐力上主要な部分（柱、梁・桁等）の全て又は一部（RC（鉄筋コ
ンクリート）造や S（鉄骨）造との混構造（ハイブリッド）のものを含む。）を木
造とすること。

（３） 内装木質化

建築する施設の内装の全て又は一部（その他建築物の装飾に係るのもを含む）を木

資材（板材、角材、フローリング等）で施工すること。

（事業・補助対象経費等）

第２ 木の香る都市づくり事業（以下「事業」という。）は一般の県民が利用する県内

の民間施設等でのあいち認証材を利用した木造化、内装木質化、木製備品を導入する経

費に対し支援する。（ただし国庫補助事業等の他の補助対象となっている施設は除く。）

対象となる経費については、別表１のとおりとする。

（事業主体）

第３ 事業主体は、民間事業者、市町村、地方公共団体が出資する法人、PFI 事業者、
あいち認証材の利用に取り組む木材関連業者等の組織する団体、NPO 法人等とする。
ただし、愛知県暴力団排除条例（平成２２年１０月１５日愛知県条例第３４号）に規定

する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

（応募申請）

第４ 事業に応募しようとする者は、次の書類を所管の農林水産事務所長(名古屋市内
にあっては農林基盤局長)（以下「所長等」という。）に２部提出するものとする。
（１）事業応募書（様式１）



（２）事業計画書（様式２）

（補助対象事業の選定）

第５ 前項により提出のあった事業応募書の内容について、別に定める外部有識者等に

より構成する事業選定委員会が審査を行い、補助対象事業を選定する。

２ 選定結果については、応募のあったすべての申請者へ通知する。

（補助金交付の手続き）

第６ 前項の選定結果を受け、当事業を実施しようとする者（以下「事業実施主体」）

は、これに係る補助金交付の手続きを要綱第４により行うものとする。

（事業実施）

第７ 補助金の交付決定を受けた後、適正に事業を行うものとする。

２ 事業実施主体は、交付決定後に事業着手した場合は、速やかに事業着手届（様式３）

を所長等に提出するものとする。

（早期着手）

第８ 事業実施主体は、次の件に該当する場合は交付決定前に着手することができる。

（１）社会情勢等よりみて、特に緊急に事業を実施する必要のあるもの。

（２）時期的・季節的に早期着手を必要とするもの。

（３）事業が分割不可能なもの又は分割施行することによって事業費が非常に不経済に

なるもの。

２ 事業実施主体は、交付決定前に整備事業の着手を行う場合は、早期着手協議書（様

式４）を所長等に提出するものとする。

３ 所長等は、提出された早期着手協議書について、やむを得ないと認めた場合は必要

な条件を付して事業実施主体に早期着手承認通知書（様式５）により通知するものと

する。ただし、所長等は事業実施主体に対し、早期着手の承認が整備事業として補助

金を交付することを前提としたものではなく、事業内容等を協議する趣旨であること

を了承させ、当該協議書の中に補助金が交付されなかった場合は、その経費の全額を

事業主体等で支弁する旨を表示させておかなければならない。

４ 事業実施主体は、早期着手により整備事業に着手した場合は、速やかに早期着手届

（様式６）を所長等に提出するものとする。

５ 早期着手が行われた場合には、事業実施主体は補助金交付の申請に際し、規則及び

要綱に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

（１）早期着手承認通知書の写し

（２）事業が完了しているときは、実績報告書

（３）その他必要な書類

（実績報告）

第９ 事業が完了した事業実施主体は要綱第９に定める事業実績報告書に事業実績書

(様式２)を添えて所長等に提出するものとする。
２ 所長等は「農林水産関係検査要領」の補助事業に準じて補助金対象事業の完了確認

を行うものとする。

（利用状況報告）

第１０ 事業実施主体は、事業実施の翌年度から起算して５年間、毎年度の施設利用状

況を、木の香る都市づくり事業利用状況報告（様式７）により、毎翌年度の６月３０日



までに所長等に提出するものとする。

（応募の取下げ）

第１１ 事業実施主体は、応募を取り下げる場合は、木の香る都市づくり事業応募取下

げ届（様式８）を所長等に提出するものとする。

（附則）

第１０ この要領に定めのない事項については別に定める。

（附則）

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

（附則）

改正後の要領は、令和２年４月１日から施行する。

（附則）

改正後の要領は、令和３年１月１日から施行する。

（附則）

改正後の要領は、令和３年４月１日から施行する。



別表１ 対象経費

  補助対象とする経費は以下のとおりとする。

  なお、補助金額は千円未満を切り捨てた金額とする。

事業内容 補助対象経費

１ 木造化 木工事資材費（構造材、下地材等）

施工費

２ 内装木質化 内装資材費

施工費

３ 木製備品 備品購入・製作費

取り付け費



様式１

                             番     号

年  月  日

  愛 知 県 知 事 殿

事業主体 住所

名称           

   代表者名         

木の香る都市づくり事業応募書

木の香る都市づくり事業に応募したいので、木の香る都市づくり事業実施要領第４に

基づき、下記のとおり関係書類を提出します。

記

１ 事業計画書（様式２）

   添付資料

（１） 位置図（施設等の整備予定箇所を記入したもの）

（２） 平面図、立面図、断面図、仕上表、パース、備品姿図等

（３） 積算書等



様式２

木の香る都市づくり事業計画（実績）書

1 対 象 施 設 名
（用  途） （用途：            ）

2 
所 在 地  (郵便番号) 〒

3  

建

築

主

建 築 主 名

事

業

主

体

（

該

当

部

分

に

〇

印

）

住   所(郵便番号) 〒

担当者名・所属

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL FAX 

4 

設

計

者

設 計 者 名

住   所(郵便番号) 〒

担当者名・所属

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL FAX 

5 

施

工

者

施 工 者 名

住   所(郵便番号) 〒

担当者名・所属

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL FAX 

6 事業内容 木造化・内装木質化・木製備品導入（該当部分に〇）

7 事業期間   年  月  日 ~  年  月  日

8 構造・規模等（延べ床面積） 造  階建て 延べ床面積     ㎡

9 施設年間利用者数                人/年

10 木質化施工概要

木質化面積   m2

（うちあいち認証材   m2）

施設における木質化施工箇所：

11 木製備品概要（種類・個数等）



※ 木製備品導入のみの場合は様式２（木製備品導入のみ）を提出すること。木造化・木質化と

一緒に木製備品の導入を行う場合は様式２を提出すること。

※ 面積、材積は、小数点以下第２位で記入（小数点第３位以下切り捨て）

※ 10については木質化、11については木製備品導入する場合のみ記入。
※ 16負担区分の県補助金は、千円未満を切り捨てた額を記入。
※ 木拾い表（木材明細書）、内装木質化面積計算表等を添付すること。（交付申請の際）

※ あいち認証材出荷証明書、図面、写真等を添付すること。（実績報告の際）

12

使

用

木

材

主な使用樹種、

使用木材製品部材

等

（あいち認証材の

使用樹種、使用木材

製品部材等）

（                     ）

木材使用量（うちあ

いち認証材）

木材使用量       ㎥ （      ㎥）

うち 木造化      ㎥ （      ㎥）

   内装木質化    ㎥ （      ㎥）

   木製備品導入   ㎥ （      ㎥）

13 あいち認証材利用に関

する技術的特徴

14 完了後のあいち認証材

PRの取組

15 全体事業費

合 計

（うち 補助対象事業費）

円

（        円）

内訳（※該

当するもの

を記入）

木造化        円

内装木質化 円

木製備品導入 円

その他 円

16 全体事業費の

負担区分

合 計

（うち 補助対象事業費）

円

（        円）

負担区分

（※該当

するものを

記入）

県補助金 円

その他補助金
（補助金名：     ）

円

自己資金 円



様式２（木製備品導入のみ）

木の香る都市づくり事業計画（実績）書

1 対 象 施 設 名
（用  途） （用途：            ）

2 
所 在 地  (郵便番号) 〒

3  

施

設

所

有

者

施 設 所 有 者 名

事

業

主

体

（

該

当

部

分

に

〇

印

）

住   所(郵便番号) 〒

担 当 者 名 ・ 所 属

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL FAX 

4 

木

製

備

品

製

造

者

製 造 者 名

住   所(郵便番号) 〒

担 当 者 名 ・ 所 属

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL FAX 

5 事業内容 木製備品導入

6 事業期間   年  月  日 ~  年  月  日

7 設置施設の

構造・規模等（延べ床面積）
造  階建て 延べ床面積     ㎡

8 施設内の木製備品設置場所

9 設置施設の年間利用者数                人/年

10 木製備品概要（種類・個数等）



※ 木製備品導入のみの場合は様式２（木製備品導入のみ）を提出すること。木造化・内装木質

化と一緒に木製備品の導入を行う場合は様式２を提出すること。

※ 面積、材積は、小数点以下第２位で記入（小数点第３位以下切り捨て）

※ 15負担区分の県補助金は、千円未満を切り捨てた額を記入。
※ あいち認証材出荷証明書、図面、写真等を添付すること。（実績報告の際）

11

使

用

木

材

主な使用樹種、

使用木材製品部材等

（あいち認証材の使

用樹種、

使用木材製品部材

等）

（                     ）

木材使用量

 (うちあいち認証材) 木材使用量      ㎥（      ㎥）

12 あいち認証材利用に関す

る技術的特徴

13 完了後のあいち認証材PR
の取組

14 全体事業費

合 計         

（うち 補助対象事業費）

円

（        円）

内訳（※該

当するも

のを記入）

木製備品導入 円

その他 円

15 全体事業費の

負担区分

合 計

（うち 補助対象事業費）

円

（        円）

負担区分

（※該当

するもの

を記入）

県補助金 円

その他補助金
（補助金名：     ）

円

自己資金 円



申立書

  年  月  日

 愛 知 県 知 事 殿

事業主体 住所

名称           

   代表者名         

 木の香る都市づくり事業を応募するにあたり、当社が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接

な関係を有する者でないことを申し立てます。

役 員 一 覧 表

役職名
（ふりがな）

氏    名
性別 住所

生年月日

元

号
年 月 日

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

（応募する皆様へ）
１ 愛知県では、事務事業から暴力団を排除しております。
  木の香る都市づくり事業実施要領第３の規定により、暴力団員又は暴力団若しく
は暴力団と密接な関係を有する者には、補助金を交付しません。また、交付決定後
にその旨が明らかになった時は、交付決定を取り消します。

２ この計画書に係る補助金の交付が暴力団を利するか否かについて、愛知県警察本
部長に応募者の住所、氏名、電話番号その他の計画書に記載されている情報を提供
し、その意見を聞くことがあります。



様式３ 

  年度木の香る都市づくり事業着手届
番     号  

年  月  日   

 ○○農林水産事務所長 殿 

事業主体 住所

名称           

    代表者名         

   年  月  日付   第   号で交付決定通知のあった木の香る都市づくり事業につい

て、下記のとおり着手しました。 

記 

１ 対象施設名 

２ 事業実施主体名 

○ ○ ○ ○ 

３ 事業の区分 

○ ○ ○ ○ 

４ 事業着手年月日 

  年  月  日 



様式４

  年度木の香る都市づくり事業早期着手協議書 
番     号   

年  月  日   

 ○○農林水産事務所長 殿 

事業主体 住所

名称           

    代表者名         

  年 月 日付け 第 号で選定結果通知のあった下記事業の実施について、木の香る都市づく

り事業実施要領第８の規定により協議します。 

 なお、この事業があいち森と緑づくり事業補助金交付要綱に基づく補助金事業として交付決定さ

れない場合は、事業の施行に要する経費の全額を事業実施主体等で支弁します。

記

施 設 名  

事 業 の 区 分  

施 工 場 所  

補助予定対象事業費 (円)

事 業 着 手 予 定 年 月 日    年  月  日 

事 業 完 了 予 定 年 月 日    年  月  日 

早 期 着 手 の 理 由  

（注）１ 名古屋市内については、局長に協議するものとする。



様式５ 

番     号   

年  月  日   

 ○ ○      殿 

○   ○        

   年度木の香る都市づくり事業早期着手の承認について（通知） 

    年  月  日付   第   号の協議については、下記の条件を付けて承認します。

記 

（条件） 

１ 補助金交付決定通知を受けるまでの期間内に天災地変等の事由により実施した事業に損失を生

じた場合、これらの損失は事業実施主体等で負担するものとする。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が、交付申請又は交付申請予定額に達しない場合においても

異議がないこと。また、補助金事業として補助金が交付されなかった場合についても、その経費

の全額を事業実施主体等で支弁すること。 

３ 事業着手から補助金交付決定通知を受ける期間においては原則として計画変更は行わないこと

とし、やむを得ず計画変更をする場合には事前に申し出ること。 

４ 知事又は知事の委任を受けた職員が、事業遂行のためにする指示又は通達を遵守すること。 



様式６ 

   年度木の香る都市づくり事業早期着手届
番     号  

年  月  日   

 ○○農林水産事務所長 殿 

事業主体 住所

名称           

    代表者名         

    年  月  日付   第   号の早期着手の承認について、下記のとおり早期着手し

ました。 

記 

１ 施設名 

２ 事業の区分 

○ ○ ○ ○ 

３ 事業実施主体名 

○ ○ ○ ○ 

４ 施工場所 

○ ○ ○ ○ 

５ 事業着手年月日 

  年  月  日 



様式7 

木の香る都市づくり事業利用状況報告 

事業主体 住所

                                                  名称           

 代表者名         

施設名 施設所在地 事業の区分 事業実施年度

木造化・木質化・木製備品導入

施設導入後の利用状況

利 用 

計画量 

年度 年度 年度 年度 年度

利用実績 利用率 利用実績 利用率 利用実績 利用率 利用実績 利用率 利用実績 利用率 

施設利用

者数 
人   人  ％   人  ％   人  ％   人  ％   人  ％ 

【利用状況写真】 【利用状況写真】

※利用状況写真については、報告する実績年度のものに毎年変更すること



様式８

木の香る都市づくり事業応募取下げ届

                            番     号  

年  月  日   

  愛 知 県 知 事 殿

  住   所

名   称

代表者氏名         

    年 月 日付けで応募したこの事業について、下記の通り応募を取下げたく届け出ます。

記

１ 応募施設名

    所在地

２ 応募取下げの理由


